
 

 
 

 

福岡市では住宅確保要配慮者への入居支援として、セーフティネット住宅への家賃補助を実施しています。 

住宅確保要配慮者の生活状況（収入、家賃負担率、世帯属性など）及び現在お住まいの住宅の状況（広さ、家

賃など）によっては、家賃補助を受けられる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 福岡市からのお知らせ ― 

セーフティネット住宅とは？ 

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として 

福岡市に登録された住宅をいいます 

住宅確保要配慮者とは？ 

高齢者、障がい者、子育て世帯等、住宅の確保に特に 

配慮が必要な方をいいます 

高齢者 障がい者 子育て世帯 低額所得者 

その他… 

 被災者、ＤＶ被害者、ＬＧＢＴ、新婚世帯 など 

制度イメージ（概要） 

福岡市 

大家さん 住宅確保要配慮者 

セーフティネット 

住宅 

③本来家賃から家賃補助を 

 引いた額をお支払い 

①賃貸住宅をセーフティネット住宅に登録 

②家賃補助 

（月額最大 4.5 万円･最大 10年間） 

現在お住まいの住宅で家賃補助を受けるための要件 

現在お住まいの賃貸住宅を大家さんが 

セーフティネット住宅として登録すること 

大家さんに、セーフティネット住宅として 

福岡市に登録申請するようご相談ください 

１ 

住宅確保要配慮者（入居者）が 

下記の要件を全て満たすこと 

● ２人以上の世帯（親族）であること 

  ※高齢者、障がい者の場合は単身でも可 

● 収入が著しく低いこと 

● 収入に対する家賃の負担割合が高いこと 

● 生活保護を受けていないこと 

● 住居確保給付金を受給していないこと 

● 暴力団員等ではないこと など 

２ 

家賃補助額の例 

【面積】70 ㎡【家賃】80,000 円の場合 

【面積】35 ㎡【家賃】50,000 円の場合 
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R4.2 

家賃補助の対象となるか聞き取りをさせていただきます。 

下記までお気軽にお問合せ下さい！ 

 ℡：０９２‐７１１‐４２７９ 


